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規 則 
 

 亀岡市臨時的任用職員取扱規則等の一部を改

正する規則をここに公布する。 

 

   平成２４年７月１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第３０号 

 

亀岡市臨時的任用職員取扱規則等 

の一部を改正する規則 

 

 （亀岡市臨時的任用職員取扱規則の一部改

正） 

第１条 亀岡市臨時的任用職員取扱規則（平成

８年亀岡市規則第８号）の一部を次のように

改正する。 

 第３条第２項及び第３項並びに第４条中

「一に」を「いずれかに」に改める。 

 第６条第２項中「前項」を「、前項」に改

める。 

 第２１条第３項中「第２号様式」を「別記

第２号様式」に改める。 

 第２２条第１項第６号中「あるもの」を

「ある者」に、同項第８号中「骨髄液の」を

「骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末

梢血幹細胞の」に、「又は骨髄移植のため」

を「又は」に、「骨髄液を」を「、骨髄移植

のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため

末梢血幹細胞を」に改める。 

 第２３条第５号中「第３号様式」を「別記

第３号様式」に改める。 

 第２４条中「一に」を「いずれかに」に改

める。 

 （亀岡市非常勤職員取扱規則の一部改正） 
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第２条 亀岡市非常勤職員取扱規則（平成８年

亀岡市規則第９号）の一部を次のように改正

する。 

 第３条中「一に」を「いずれかに」に改め

る。 

 第７条第１項及び第２項中「任用するも

の」を「任用する者」に改める。 

 第１９条第１項第８号中「骨髄液の」を

「骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末

梢血幹細胞の」に、「又は骨髄移植のため」

を「又は」に、「骨髄液を」を「、骨髄移植

のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため

末梢血幹細胞を」に改める。 

 第２２条中「一に」を「いずれかに」に改

める。 

 （亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条

例施行規則の一部改正） 

第３条 亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例施行規則（平成２１年亀岡市規則第７

号）の一部を次のように改正する。 

 第１２条中「第１０条から前条まで」を

「前２条」に、「同条第１項第３号」を「前

条第１項第３号」に改める。 

 第１５条中「第１３条から前項まで」を

「前２条」に、「同条第１項第３号及び第４

号」を「前条第１項第３号」に改める。 

 第１７条第２項第１号中「及び」の次に

「再任用短時間勤務職員等」を加える。 

 第１７条の２中「変更の日の勤務形態」を

「変更後の勤務形態」に改める。 

 第１７条の３中「第１７条各号」を「第 

１７条第１項各号及び第２項各号」に、「翌

年」を「翌年度」に改める。 

 第２４条第３項中「あわせて」を「併せ

て」に改める。 

 別表第２の３の項中「骨髄液の」を「骨髄

若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹

細胞の」に、「又は骨髄移植のため」を「又

は」に、「骨髄液を」を「、骨髄移植のため

骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血

幹細胞を」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市老人医療費支給条例施行規則の一部を

改正する規則をここに公布する。 

 

   平成２４年７月１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第３１号 

 

亀岡市老人医療費支給条例施行規 

則の一部を改正する規則 

 

 亀岡市老人医療費支給条例施行規則（平成 

１４年亀岡市規則第１号）の一部を次のように

改正する。 

 

 第６条第２項第２号中「その控除」を「、そ

の控除」に、「当該控除を受けた者に」を  

「、当該控除を受けた者に」に改め、「、同項

第７号に規定する控除を受けた条例第２条に規

定する者の配偶者若しくはその者の扶養義務者

についてはそれぞれ当該控除を受けた者につき

５００，０００円」を削り、同条第３項第１号

中「その金額」を「、その金額」に改め、同項

第２号中「第１項」を「、第１項」に改める。 

 第７条第１項第２号中「、第３号」を「及び
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第３号」に改める。 

 第８条第３項中「ただし書き」を「ただし

書」に改める。 

 第９条中「翌年７月３１日までとし、毎年更

新するものとする」を「翌年３月３１日までと

する」に改める。 

 第１２条第１項中「老人医療費受給資格者異

動届」を「、老人医療費受給資格者異動届」に

改める。 

 第１４条の２第１項中「できる者」を「でき

るもの」に、「とする者」を「とするもの」に

改める。 

 第１５条第１項中「できる者」を「できるも

の」に、「とする者」を「とするもの」に改め、

同条第４項中「翌年７月３１日までとし、毎年

更新するものとする」を「翌年３月３１日まで

とする」に改める。 

 別記第５号様式中「受給者証を」を「受給者

証等を」に改める。 

 別記第９号様式の２及び別記第９号様式の３

中「老人医療高額介護合算医療費」を「老人医

療費高額介護合算医療費」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２４年８月１日から施行

する。 

 （読替規定） 

２ 平成２５年１月１日から平成２５年３月 

３１日までの間は、この規則による改正後の

亀岡市老人医療費支給条例施行規則第９条及

び第１５条第４項中「翌年」とあるのは「同

年」と読み替えるものとする。 

 

「掲示済」 

	

告 示 
 

 亀岡市告示第１６４号 

 

 亀岡市防犯カメラ取扱要綱を次のように定め

る。 

 

   平成２４年７月１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

亀岡市防犯カメラ取扱要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、安全・安心のまちづくり

のために、犯罪の防止を目的として本市が設

置し、又は管理する施設（地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

に規定する指定管理者（以下「指定管理者」

という。）にその管理を行わせるもの及び契

約によりその管理の業務を委託するもの（以

下「指定管理施設等」という。）を含む。以

下「市の施設」という。）における防犯カメ

ラの取扱いについて必要な事項を定めること

により、市民の権利利益の保護を図ることを

目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 防犯カメラ 市が市の施設に継続的に設

置するカメラで、次に掲げる要件の全てを

満たすものをいう。 

ア 不特定の人を撮影するものであること。 

イ 犯罪の防止を目的に設置されたもの

（犯罪の防止を従たる目的として設置さ

れたものを含む。）であること。 
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ウ 画像の表示装置又は記録装置を備える

ものであること。 

⑵ 画像 防犯カメラの表示設置に表示され、

又は記録装置によって記録される情報で、

特定の個人を識別できるものをいう。 

 （防犯カメラの設置の届出等） 

第３条 市の施設を所管する課等の長（以下

「所管課長」という。）は、防犯カメラを設

置しようとするときは、防犯カメラ設置届出

書（別記第１号様式）に防犯カメラの設置箇

所及び撮影方向を示す配置図を添えて、あら

かじめ安全安心まちづくり課に届け出なけれ

ばならない。 

２ 所管課長は、前項の規定により届け出た事

項を変更し、又は防犯カメラの設置を廃止し

たときは、防犯カメラ変更・廃止届出書（別

記第２号様式）により安全安心まちづくり課

に届け出なければならない。 

 （防犯カメラ管理責任者） 

第４条 防犯カメラを設置したときは、市の施

設ごとに防犯カメラ管理責任者（以下「管理

責任者」という。）を置く。 

２ 管理責任者は、所管課長をもって充てる。 

 （表示板の掲示） 

第５条 管理責任者は、防犯カメラの撮影区域

の見やすい位置に表示板（別記第３号様式）

を掲示しなければならない。ただし、表示板

を掲示することにより防犯カメラの設置場所

が特定され、違法行為を誘発するおそれがあ

る場合は、この限りでない。 

（管理責任者の責務） 

第６条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び

運用においては、亀岡市個人情報保護条例

（平成１２年亀岡市条例第３７号）の趣旨に

則り、市民等の権利利益の保護を図るために

必要な措置を講じなければならない。 

 （画像の管理） 

第７条 管理責任者は、画像の保管に際しては、

盗難、散逸等の防止のために必要な措置を講

じなければならない。 

２ 画像の保管期間は、２月以内で管理責任者

が定める期間とする。ただし、管理責任者が

特に必要があると認めるときは、管理責任者

は、安全安心まちづくり課と協議の上、保管

期間を延長することができる。 

３ 管理責任者は、保管期間を経過した画像を

速やかに、かつ、確実に消去しなければなら

ない。 

４ 管理責任者は、画像が記録された録画媒体

を廃棄する場合は、完全に記録を消去し、復

元できないことを確認の上、廃棄しなければ

ならない。 

 （画像の利用及び提供の制限） 

第８条 管理責任者は、画像を防犯カメラの設

置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提

供してはならない。ただし、亀岡市個人情報

保護条例第１０条第１項第２号及び第４号に

該当する場合は、この限りでない。 

２ 管理責任者は、前項の規定により画像を提

供するときは、画像提供記録書（別記第４号

様式）に記録し、安全安心まちづくり課に報

告するものとする。 

 （指定管理者等による管理に伴う措置） 

第９条 管理責任者は、指定管理施設等におけ

る防犯カメラの運用に関する事務の全部又は

一部を当該指定管理施設等に係る指定管理者

又は契約によりその管理の業務を受託した者

に行わせることができる。この場合において

は、市民等の権利利益の保護のために必要な

措置を講じるように協定又は委託契約等に 

よって義務付けるものとする。 

 （苦情の処理） 

第１０条 管理責任者は、防犯カメラの管理及

び運用に関する苦情を受けたときは、迅速か

つ確実に対応しなければならない。 
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   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年９月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に設置されている防

犯カメラについての第３条第１項の規定の適

用については、同項中「あらかじめ」とある

のは、「この要綱の施行後遅滞なく」とする。 
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 亀岡市告示第１６５号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１項の地縁による団体の認可を

したので、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２４年７月３日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

認可を行った地縁による団体 

１ 名称  東本梅町あせび区 

２ 規約に定める目的 

 以下に掲げるような地域的な共同活動を行

うことにより、会員相互の扶助と融和、親睦

を図り、環境保全及び防災意識を高めるとと

もに、福祉の増進と地域住民の生活向上に寄

与することを目的とする。 

１）回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡 

２）美化・清掃等区域内の環境の整備 

３）集会施設等の維持管理 

４）防災対策、福祉活動 

５）その他目的達成に必要な事業 

３ 区域 

 亀岡市東本梅町大内大坪１番地、１００番

地から１０１番地及び１０６番地から１０７

番地の区域（枝番を含む） 

４ 主たる事務所 

  亀岡市東本梅町大内大坪１番地 

５ 代表者の氏名及び住所 

  氏 名  岡  昌弘 

  住 所  省略 

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有

無並びに職務代行者の選任の有無 

  無 

７ 代理人の有無 

  無 

８ 規約に定める解散の事由 

 地方自治法第２６０条の２０の規定により

解散する。 

９ 認可年月日  平成２４年７月３日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１６６号 

 

 亀岡市住民基本台帳カード事務取扱要綱（平

成１５年亀岡市告示第１２６号）の一部を次の

ように改正する。 

 

   平成２４年７月９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 第５条第２項ただし書中「第３７条第１項」

を「第３６条第１項」に改める。 

 第６条第１項中「並びに」を「及び」に、

「第３７条第１項」を「第３６条第１項」に、

「１つの」を「２つ以上の」に改め、同条第２

項中「第４５条第１項」を「第４３条第１項」

に改める。 

 第７条第１項中「現に」を「、現に」に改め

る。 

 第８条中「、住基カードの裏面記載領域（以

下「サインパネル」という。）の余白がなく 

なったとき」を削る。 

 第１０条第１項中「省令第３７条第１項」を

「、省令第３６条第１項」に改める。 

 第１１条第３項中「本人」を「、本人」に改

め、同条第４項中「省令第３７条第１項」を 

「、省令第３６条第１項」に改める。 

 第１２条第２項第２号中「第３０条の２１第

１号、第２号及び第４号から第７号までの規定
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のいずれか」を「第３０条の２０第３号又は第

７号」に改め、同項に次の１号を加える。 

⑶ 住基カードの有効期間が満了したとき。 

 第１３条第２項中「もの」を「者」に改め、

同条第３項中「サインパネル」を「裏面記載領

域」に改め、同条第４項中「記録事項」を「記

載事項」に改める。 

 第１４条第１項中「本人」を「、本人」に、

「省令第３７条第１項」を「、省令第３６条第

１項」に改め、同条第２項中「省令第３７条第

２項」を「、省令第３６条第２項」に改め、同

項ただし書中「かかる」を「係る」に改める。 

 別記第１号様式から別記第５号様式までの規

定中「亀岡市長 様」を「（宛先）亀岡市長」

に改める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１６７号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市健康福祉部高齢福祉課に

おいて保管し、送達を受けるべき者の申出があ

れば交付する。 

 ここに、介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第１４３条の規定により告示する。 

 

   平成２４年７月９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 送達する書類 

平成２４年度介護保険料納入通知書 

 

２ 送達を受けるべき者の住所氏名 

 

省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ この書類が受領されないときは、地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

第３項の規定を準用し、告示日から起算して

７日を経過した時点で書類の送達があったも

のとみなす。 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第１６８号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２４年７月９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀０１３６－４３００６ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２４年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２４年７月９日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１６９号 

 

 地縁による団体において、告示事項の変更が

あったので、地方自治法（昭和２２年法律第 

６７号）第２６０条の２第１０項の規定により

告示する。 

 

   平成２４年７月１０日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

「旅籠町自治会」 

１ 主たる事務所所在地の変更 

 ⑴   省略 

 ⑵ 変更年月日 平成２４年４月２８日 

２ 代表者の変更 

 ⑴ 代表者の住所及び氏名 

   住所   省略 

   氏名 田中 久仁彦 

 ⑵ 変更年月日 

    平成２４年４月２８日 

 ⑶ 変更理由 

    任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１７０号 

 

 地縁による団体において、告示事項の変更が

あったので、地方自治法（昭和２２年法律第 

６７号）第２６０条の２第１０項の規定により

告示する。 

 

   平成２４年７月１１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

「見立南区自治会」 

１ 変更があった事項及び内容 

   事務所の変更 

所在地 亀岡市東別院町鎌倉見立１９

番地１７１ 

２ 変更年月日 

   平成２４年７月１１日 

３ 変更理由 

   事務所の移転による変更 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第１７１号 

 

 地縁による団体において、告示事項の変更が

あったので、地方自治法（昭和２２年法律第 

６７号）第２６０条の２第１０項の規定により

告示する。 

 

   平成２４年７月１１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

「西別院町下条区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所   省略 

   氏名 西村  滿 

２ 変更年月日 

   平成２４年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１７２号 

 

 簡易な改修から始める安全なわが家の耐震改

修事業費補助金交付要綱を次のように定める。 

 

   平成２４年７月２０日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

簡易な改修から始める安全なわが 

家の耐震改修事業費補助金交付要 

綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、簡易な改修から始める安

全なわが家の耐震改修事業費補助金（以下

「簡易耐震補助金」という。）の交付等に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 木造住宅 地上階数３以下で、柱、梁等

の主要構造部が木材で造られている戸建て

住宅（店舗、事務所等の用に供する部分の

床面積が延べ面積の２分の１未満であるも

の（以下「併用住宅」という。）を含

む。） 

⑵ 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協

会（平成２４年４月１日に一般財団法人日

本建築防災協会という名称で設立された法

人をいう。）が定めた「木造住宅の耐震診

断と補強方法」に定める一般診断法又は精

密診断法（時刻暦応答計算による方法を除

く。）により地震に対する安全性を評価す

ることをいう。 

 （補助対象住宅） 

第３条 簡易耐震補助金の交付の対象となる木

造住宅（以下「補助対象住宅」という。）は、

次の各号に掲げる要件を全て満たす木造住宅

とする。 

⑴ 亀岡市内において昭和５６年５月３１日

以前に着工され、現に完成していること。 

⑵ 現に居住の用に供していること又は簡易

耐震補助金の交付の対象となる工事（以下

「補助対象工事」という。）の完了後居住

の用に供すること。 

⑶ 過去に簡易耐震補助金の交付を受けてい

ないこと。 

⑷ 亀岡市木造住宅耐震改修事業費補助金交

付要綱（平成２０年亀岡市告示第４１号）
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に基づく補助金の交付を受けていないこと。 

 （補助対象者） 

第４条 簡易耐震補助金の交付の対象となる者

は、木造住宅の所有者、貸借人その他権原に

基づき当該住宅に居住する者又は居住する予

定者とする。 

 （関係権利者の同意） 

第５条 簡易耐震補助金の交付を受けようとす

る者（以下「申請者」という。）が賃借人そ

の他権原に基づき当該住宅に居住する者又は

居住する予定者である場合は、申請者は、当

該補助対象住宅の所有者の同意を得なければ

ならない。 

 （補助対象工事） 

第６条 補助対象工事は、耐震性が確実に向上

する方法であって、次の各号のいずれかに該

当する工事とする。 

⑴ 主要構造部の屋根の全てを改修する方法

であって、非常に重い屋根（土葺瓦をい

う。）から重い屋根（桟瓦葺等をいう。以

下同じ。）又は軽い屋根（石綿スレート板

等をいう。以下同じ。）に葺き替えるもの 

⑵ 主要構造部の屋根の全てを改修する方法

であって、重い屋根から軽い屋根に葺き替

えるもの 

⑶ 主要構造部の壁を補強する又は主要構造

部として補強壁を設置する方法であって、

各階各方向のいずれかで耐震性が向上する

もの 

⑷ 主要構造部の一の階の床の全てを改修す

る方法であって、火打ちが設置されていな

い仕様（必要な箇所の全てに火打ちが設置

されていないものに限る。以下同じ。）の

床を火打ち仕様（必要な箇所の全てに火打

ちが設置されているものに限る。以下同

じ。）の床に補強するもの。ただし、当該

水平構面に一辺の長さが４メートル以上の

吹き抜けがある場合を除く。 

⑸ 主要構造部の一の階の床の全てを改修す

る方法であって、構造用合板を用いない仕

様（構造用合板が全く用いられていないも

のに限る。以下同じ。）の床を構造用合板

仕様（構造用合板が全てに用いられている

ものに限る。以下同じ。）の床に補強する

もの 

⑹ 屋根構面又は小屋組の水平構面の全てを

改修する方法であって、火打ちが設置され

ていない仕様の構面を火打ち仕様の構面に

補強するもの。ただし、当該構面に一辺の

長さが４メートル以上の吹き抜け又は開口

部がある場合を除く。 

⑺ 屋根構面（開口部を除く。）又は小屋組

の水平構面（吹き抜けを除く。）の全てを

改修する方法であって、構造用合板を用い

ない仕様の構面を構造用合板仕様の構面に

補強するもの 

⑻ 基礎の全てを改修する方法であって、玉

石基礎又は無筋コンクリート基礎から鉄筋

コンクリート基礎へ改修するもの 

⑼ 前各号に掲げるもののほか、建築士法

（昭和２５年法律第２０２号）第２条第１

項に規定する建築士の資格を有する者（以

下「建築士」という。）による耐震診断の

結果、耐震評点を向上させるもの。ただし、

劣化した部分の修繕のみを行う箇所に係る

ものを除く。 

⑽ 耐震診断の一部の評価方法により確実に

耐震評点を向上させることが建築士により

確認されたもの。ただし、劣化した部分の

修繕のみを行う箇所に係るものを除く。 

 （工事施工者） 

第７条 補助対象工事を施工する者は、亀岡市

の区域内に本店又は主たる事務所を置いてい

る者（個人の事業者を含む。）でなければな

らない。 

 （簡易耐震補助金の額） 
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第８条 簡易耐震補助金の額は、補助対象工事

に要する費用の額（以下「補助対象費用」と

いう。）に４分の３を乗じて得た額とする。

ただし、１，０００円未満の端数が生じた場

合にあっては、これを切り捨てた額とし、 

３００，０００円を限度とする。 

 （簡易耐震補助金の交付申請） 

第９条 申請者は、補助対象工事の着手前に、

簡易な改修から始める安全なわが家の耐震改

修事業費補助金交付申請書（別記第１号様

式）に次の各号に掲げる書類を添えて市長に

提出しなければならない。 

⑴ 簡易耐震改修チェックリスト 

⑵ 付近見取図 

⑶ 改修計画平面図又は間取図（縮尺が  

１００分の１程度のもの） 

⑷ 第３条及び第４条の要件に該当すること

を証する書面 

⑸ 補助対象費用の見積書及び内訳の写し 

⑹ 第６条第３号に規定する補助対象工事を

施工する場合にあっては、バランスチェッ

クを行った計算結果（建築士の記名及び押

印のあるものに限る。） 

⑺ 第６条第９号及び第１０号に規定する補

助対象工事を施工する場合にあっては、耐

震診断結果報告書（建築士の記名及び押印

のあるものに限る。） 

⑻ その他市長が必要と認める書類 

 （簡易耐震補助金の交付決定） 

第１０条 市長は、前条の規定により簡易耐震

補助金の交付申請があったときは、内容を審

査し、適当と認めたときは、簡易な改修から

始める安全なわが家の耐震改修事業費補助金

交付決定通知書（別記第２号様式）により、

適当でないと認めたときは、簡易な改修から

始める安全なわが家の耐震改修事業費補助金

不交付決定通知書（別記第３号様式）により、

申請者に通知するものとする。 

 （補助対象工事の内容変更等） 

第１１条 前条の簡易耐震補助金の交付の決定

を受けた申請者は、当該補助対象工事の内容

を変更しようとするときは、速やかに簡易な

改修から始める安全なわが家の耐震改修事業

費補助金変更承認申請書（別記第４号様式）

に関係書類を添えて市長に提出し、その承認

を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったと

きは、その内容を審査し、変更を承認したと

きは、簡易な改修から始める安全なわが家の

耐震改修事業費補助金変更承認通知書（別記

第５号様式）により、申請者に通知するもの

とする。 

３ 前条の簡易耐震補助金の交付の決定を受け

た申請者は、当該補助対象工事を中止し、又

は廃止しようとするときは、簡易な改修から

始める安全なわが家の耐震改修事業費補助金

中止（廃止）届（別記第６号様式）を遅滞な

く市長に届け出なければならない。 

 （完了実績の報告） 

第１２条 第１０条の簡易耐震補助金の交付の

決定を受けた申請者は、当該補助対象工事が

完了したときは、完了後２０日以内又は市長

が別に定める日のいずれか早い日までに簡易

な改修から始める安全なわが家の耐震改修事

業費補助金完了実績報告書（別記第７号様式。

以下「完了実績報告書」という。）に次の各

号に掲げる書類を添えて市長に提出しなけれ

ばならない。 

⑴ 補助対象工事の施工状況を示す写真（補

助対象住宅の全景写真及び補助対象工事部

位の着手前、施工中及び完了後の状況が確

認できるもの） 

⑵ 改修完了平面図又は間取図（縮尺が  

１００分の１程度のもの） 

⑶ 補助対象費用に係る契約書の写し 

⑷ 補助対象費用を支出したことを証する領
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収書の写し 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

 （簡易耐震補助金交付額の確定） 

第１３条 市長は、前条の規定により提出され

た完了実績報告書を審査し、内容が適当と認

めたときは、簡易耐震補助金の交付額を確定

し、簡易な改修から始める安全なわが家の耐

震改修事業費補助金交付額確定通知書（別記

第８号様式）により、申請者に通知するもの

とする。 

 （簡易耐震補助金の請求） 

第１４条 前条の通知を受けた申請者は、簡易

な改修から始める安全なわが家の耐震改修事

業費補助金支払請求書（別記第９号様式）に

関係書類を添えて市長に提出し、簡易耐震補

助金を請求するものとする。 

 （簡易耐震補助金の返還等） 

第１５条 市長は、簡易耐震補助金の交付を受

けた者が次の各号のいずれかに該当すると認

めるときは、第１０条の交付決定を取り消し、

既に交付した簡易耐震補助金があるときは、

その交付を受けた簡易耐震補助金の全部又は

一部を返還させるものとする。 

⑴ 虚偽又は不正の手段により簡易耐震補助

金の交付の決定を受けたことが判明したと

き。 

⑵ その他市長が不適当と認める事由が生じ

たとき。 

 （検査） 

第１６条 市長は、必要に応じて当該補助対象

工事の実施状況等を確認することができる。 

 （その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要

な事項は、別に市長が定める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、平成２４年８月１日から実施す

る。 
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別
記

第
１
号

様
式
（
第

９
条
関
係

）
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

年
 
 
月
 
 
日

  
（

宛
先
）

亀
岡
市
長
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
申

請
者
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
住
 
 

所
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
氏
 
 

名
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
㊞
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
電
話
番

号
 

  

簡
易
な
改

修
か

ら
始
め

る
安

全
な
わ

が
家

の
耐
震

改
修

事
業

費
補
助

金
交

付
申
請

書
 

  
簡

易
な
改

修
か

ら
始
め

る
安
全

な
わ
が

家
の

耐
震
改

修
事
業

費
補
助

金
交
付

要
綱

第
９
条
の

規
定

に
よ
り

、

必
要

書
類
を

添
え
て
補

助
金
の
交

付
を
下

記
の
と

お
り
申
請

し
ま
す
。
 

 

記
 

木
造
住

宅
 

の
概

要
 

所
 
在
 
地
 

亀
岡
市
 

建
築

時
期
 

 
 
 
 
 
 
年
 

 
 
月
 

延
床

面
積
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

㎡

構
 

 
造
 

 
木
造
 
 
 
 
 

階
建
て
 

工
事

種
別
 

 

用
 

 
途
 

□
 専

用
住
宅

 
□
 
併
用
住
宅

（
用

途
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

）

工
事
に
要
す
る
費
用
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
円
 

補
助
金
申
請
額
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

円

工
事

予
定

期
間

 
 

 
 
 
 
 
年
 

 
月
 
 

日
か

ら
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 

月
 
 

日

 〔
必

要
添
付

書
類
〕
 

 
 

□
 
簡

易
耐
震
改

修
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス

ト
 

 
 

□
 
付

近
見
取
図

（
縮
尺
が

2
,5
0
0分

の
1程

度
の
も
の

）
 

 
 

□
 
改

修
計
画
平

面
図
又
は

間
取
図

（
縮
尺

が
1
00
分
の

1程
度
の
も
の
）
 

 
 

□
 
建

築
年
月
を

確
認
で
き

る
も
の
 

 
 

□
 
木

造
住
宅
の

所
有
又
は

居
住
を

確
認
で

き
る
も
の

 

 
 

□
 
補

助
対
象
費

用
の
見
積

書
及
び

内
訳
の

写
し
（
代

表
者
の
記

名
及
び

押
印
の
あ

る
も
の
に
限
る

。）

 
 

□
 
バ

ラ
ン
ス
チ

ェ
ッ
ク
を

行
っ
た

計
算
結

果
（
建
築

士
の
記
名

及
び
押

印
の
あ
る

も
の
に
限
る
。
）
 

 
 

□
 
耐

震
診
断
結

果
報
告
書

（
建
築

士
の
記

名
及
び
押

印
の
あ
る

も
の
に

限
る
。）

 

 
 

□
 
そ

の
他
 

第
２
号

様
式
（

第
１

０
条
関
係
）
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
亀
岡

市
指
令

 
 

第
 

 
 
号

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

年
 

 
月

 
 
日

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
様
 

   
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
亀

岡
市
長
 

 
栗
 

山
 
正

 
隆

 
 
□印

 

  

簡
易
な

改
修

か
ら

始
め

る
安
全

な
わ

が
家

の
耐

震
改

修
事

業
費

補
助
金

交
付

決
定

通
知

書
 

  
 
 

 
 

年
 

 
月

 
 
日

付
け

で
申

請
の

あ
り

ま
し
た
簡

易
な
改

修
か

ら
始

め
る
安
全

な
わ

が
家

の
耐

震
改
修

事
業

費
補

助
金

に
つ
い

て
は

、
適

当
と

認
め

ら
れ
る
の

で
、
簡

易
な

改
修

か
ら
始
め

る
安

全
な

わ
が

家
の
耐

震
改
修

事
業

費
補
助
金
交

付
要
綱

第
１
０
条

の
規
定
に

よ
り
下
記

の
と
お

り
通
知

し
ま

す
。
  

 

記
 

 

交
付

決
定

額
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
円

 

木
造

住
宅
の

所
在
地
 

 
亀
岡

市
 

木
造

住
宅

の
用

途
 

□
 
専
用

住
宅
 

□
 
併
用
住
宅
（

用
途
：
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

）

条
 

 
 
 

 
 
件
 

１
 
申

請
者

は
、
補

助
金
の
収
支

に
関
す

る
帳
簿
を

備
え
る

と
と

も
に
、

領

収
書

等
の
関
係

書
類
を

整
理
す

る
こ

と
。
 

２
 
帳

簿
及

び
領
収

書
等
関
係
書

類
は
、

補
助
金
の

交
付
を

受
け

た
年
度

終

了
後

５
年
間
は

保
管
す

る
こ
と

。
 

備
 

 
 
 

 
 
考
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第
４

号
様
式

（
第
１
１

条
関
係
）
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

年
 
 
月
 
 
日

  
（

宛
先
）

亀
岡
市
長
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
申

請
者
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
住
 
 

所
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
氏
 
 

名
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
㊞
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
電
話
番

号
 

  

簡
易

な
改
修

か
ら

始
め
る

安
全

な
わ
が

家
の

耐
震

改
修
事

業
費

補
助
金

変
更

承
認
申

請
書

 

  
 

 
 
 

年
 

 
月
 

 
日
付

け
亀
岡

市
指
令

 
第

 
 
号
に

よ
り

交
付
決

定
の
通
知
を
受

け
た
簡

易
な

改
修

か
ら
始

め
る

安
全
な

わ
が
家

の
耐
震

改
修

事
業
費

補
助
金

に
つ
い

て
、
下

記
の

と
お
り
変

更
し

た
い
の

で
、

簡
易
な

改
修

か
ら
始

め
る
安

全
な
わ

が
家

の
耐
震

改
修
事

業
費
補

助
金
交

付
要

綱
第
１
１

条
第

１
項
の

規
定

に
よ
り

、
必
要
書

類
を
添
え

て
申
請

し
ま
す

。
 

 

記
 

 

木
造

住
宅
の

所
在
地
 

 
亀
岡
市
 

木
造

住
宅

の
用

途
 

□
 専

用
住
宅

 
□
 
併
用
住
宅

（
用

途
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

）

変
更

内
容

 

 

変
更

理
由

 

 

 〔
必

要
添
付

書
類
〕
 

 
□

 
改
修

変
更
平
面

図
又
は
間

取
図
（

縮
尺
が

10
0
分
の
1
程
度

の
も
の
）
 

 
□

 
補
助

対
象
費
用

の
見
積
書

及
び
内

訳
の
写

し
（
代
表

者
の
記
名

及
び
押

印
の
あ
る

も
の
に
限
る
。
）
 

 
□

 
バ
ラ

ン
ス
チ
ェ

ッ
ク
を
行

っ
た
計

算
結
果

（
建
築
士

の
記
名
及

び
押
印

の
あ
る
も

の
に
限
る
。
）
 

 
□

 
耐
震

診
断
結
果

報
告
書
（

建
築
士

の
記
名

及
び
押
印

の
あ
る
も

の
に
限

る
。
）
 

 
□

 
そ
の

他
 

第
３
号
様
式
（

第
１
０

条
関
係

）
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
亀

岡
市
指
令
 

 
第
 

 
 
号

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

様
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

亀
岡

市
長
 

 
栗

 
山
 
正
 
隆

 
 
□印

 

  

簡
易
な

改
修

か
ら

始
め

る
安

全
な

わ
が

家
の

耐
震

改
修

事
業
費

補
助

金
不

交
付

決
定

通
知

書
 

  
 
 
 

 
年

 
 

月
 

 
日
付

け
で

申
請

の
あ

り
ま

し
た
簡

易
な

改
修

か
ら

始
め

る
安
全

な
わ

が
家

の
耐

震
改
修
事
業
費

補
助
金

に
つ
い

て
は

、
下
記

の
理
由

に
よ
り

不
交

付
と
し

ま
す

。
 

 

記
 

  
理
 
由
 

           （
教
示
）
 

１
 

こ
の

決
定

に
不

服
が

あ
る

と
き

は
、

こ
の

決
定

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
０

日
以

内
に

、
亀

岡
市

長
に

対
し

て
異

議
申

立
て

を
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
な

お
、

こ
の

決
定

が

あ
っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

０
日
以

内
で

あ
っ

て
も

、
こ

の
決
定

の
日

か
ら

起
算

し
て
１

年
を

経
過
す

る
と
異
議
申

立
て
を

す
る
こ

と
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
。
 

２
 
こ
の

決
定

に
つ

い
て

は
、
こ

の
決

定
が

あ
っ

た
こ

と
を
知

っ
た

日
（

上
記

１
の

異
議
申

立
て

を
し

た
場

合
は
、

当
該

異
議

申
立

て
に
対

す
る

決
定

が
あ

っ
た

こ
と
を

知
っ

た
日

）
の

翌
日

か
ら
起

算
し

て
６

箇
月

以
内

に
、

亀
岡

市
を

被
告

と
し

て
（

訴
訟

に
お

い
て

亀
岡

市
を

代
表

す
る

者
は

、
亀

岡
市

長
と

な
り

ま

す
。
）
、

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

な
お

、
こ

の
決

定
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算
し

て
６

０
日

以
内

で
あ

っ
て
も

、
こ

の
決

定
の

日
の

翌
日
か

ら
起

算
し

て
１

年
を
経

過
す

る
と
処

分
の
取
消
し

の
訴
え

を
提
起

す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
ま

す
。
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第
５

号
様
式

（
第
１
１

条
関
係
）
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
亀

岡
市
指
令

 
 
第
 
 
 
号

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

年
 
 
月
 
 
日

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
様
 

   
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

亀
岡
市
長

 
 
栗

 
山
 
正

 
隆
 
 
□印

 

  

簡
易

な
改
修

か
ら

始
め
る

安
全

な
わ
が

家
の

耐
震

改
修
事

業
費

補
助
金

変
更

承
認
通

知
書

 

  
 

 
 
 

年
 

 
月
 

 
日
付

け
で
申

請
の
あ

り
ま

し
た
簡
易

な
改

修
か
ら

始
め

る
安
全
な

わ
が

家
の
耐

震
改

修
事
業

費
補

助
金
の

変
更
に

つ
い
て

は
、

適
当
と

認
め
ら

れ
る
の

で
、
簡

易
な

改
修
か
ら

始
め

る
安
全

な
わ

が
家
の

耐
震

改
修
事

業
費
補

助
金
交

付
要

綱
第
１

１
条
第

２
項
の

規
定
に

よ
り

下
記
の
と

お
り

通
知
し

ま
す

。
 

 

記
 

 

木
造

住
宅
の

所
在
地
 

 
亀
岡
市
 

木
造

住
宅

の
用

途
 

□
 専

用
住
宅

 
□
 
併
用
住
宅

（
用

途
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

）

内
容

変
更

 

 

備
 

 
 
 

 
 
考
 

 

 

第
６

号
様
式

（
第
１
１

条
関
係
）
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

年
 
 
月
 
 
日

  
（

宛
先
）

亀
岡
市
長
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
申

請
者
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
住
 
 

所
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
氏
 
 

名
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
㊞
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
電
話
番

号
 

  

簡
易
な

改
修
か

ら
始

め
る

安
全
な

わ
が

家
の
耐

震
改

修
事
業

費
補

助
金
中

止
(
廃
止

)
届
 

  
 

 
 
 

年
 

 
月
 

 
日
付

け
亀
岡

市
指
令

 
第

 
 
号
に

よ
り

交
付
決

定
の
通
知
を
受

け
た
簡

易
な

改
修

か
ら
始

め
る

安
全
な

わ
が
家

の
耐
震

改
修

事
業
費

補
助
金

に
つ
い

て
、
下

記
の

と
お
り
中

止
（

廃
止
）

し
た

い
の
で

、
簡

易
な
改

修
か
ら

始
め
る

安
全

な
わ
が

家
の
耐

震
改
修

事
業
費

補
助

金
交
付
要

綱
第

１
１
条

第
３

項
の
規

定
に
よ
り

届
け
出
ま

す
。
 

 

記
 

 

木
造

住
宅
の

所
在
地
 

 
亀
岡
市
 

木
造

住
宅

の
用

途
 

□
 専

用
住
宅

 
□
 
併
用
住
宅

（
用

途
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

）

中
止

(廃
止
)
予
定
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

年
 

 
 
月
 
 
 
日
 

工
事

再
開
予

定
期
間
 

再
開
予
定
日
 
 
 

 
 
 
 

年
 

 
 
月
 
 
 
日
 

完
了
予
定
日
 
 
 

 
 
 
 

年
 

 
 
月
 
 
 
日
 

中
止

（
廃

止
）
 

の
理

由
 

 

 
（

注
）
簡

易
耐
震
改

修
工
事
を

廃
止
す

る
場
合

は
、
工
事

再
開
予
定

期
間
の

欄
の
記
入

は
不
要
で
す
。
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第８１１号平成２４年８月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
７

号
様
式

（
第
１

２
条
関
係

）
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

年
 

 
月
 

 
日

  
（

宛
先
）

亀
岡
市

長
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
申
請

者
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

住
 
 

所
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

氏
 
 

名
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
㊞
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

電
話
番

号
 

  

簡
易
な

改
修

か
ら

始
め
る

安
全

な
わ

が
家

の
耐

震
改

修
事
業

費
補

助
金

完
了
実

績
報

告
書

 

  
簡

易
な

改
修

か
ら
始

め
る
安

全
な

わ
が
家

の
耐

震
改

修
事

業
費

補
助

金
交

付
要

綱
第
１

２
条
の

規
定

に
よ

り
、

必
要
書

類
を
添

え
て
完
了

の
実

績
を
報

告
し
ま

す
。
 

 

記
 

木
造
住

宅
の

所
在
地
 

 
亀

岡
市
 

木
造

住
宅

の
用

途
 

□
 
専

用
住
宅

 
□
 
併

用
住
宅

（
用

途
：
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
）

工
事

の
実

施
期

間
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
年

 
 
 
月

 
 
 

日
 

交
付

決
定

通
知
 

年
月

日
及

び
番

号
 

 
 

 
 
 

 
年
 

 
 
月
 
 

 
日
 
亀

岡
市
指

令
 
第

 
 

 
号
 

変
更

承
認

通
知
 

年
月

日
及

び
番

号
(※

) 
 

 
 

 
 

 
年
 

 
 
月
 
 

 
日
 
亀

岡
市
指

令
 
第

 
 

 
号
 

備
 
 

 
 

 
 
考
 

 

 
（

※
）
変

更
承
認

申
請
書
を
提

出
し
て
い

る
場
合

の
み
記

入
を

し
て

く
だ
さ

い
。
 

 〔
必

要
添
付

書
類
〕
 

 
□

 
補

助
対

象
工
事

の
施
工

状
況

を
示
す

写
真

（
補

助
対

象
住

宅
の

全
景

写
真

及
び
補

助
対
象

工
事

部
位

の
着

手
前
、

施
工
中

及
び
完
了

後
の

状
況
が

確
認

で
き
る
も

の
）
 

 
□

 
改
修

完
了
平

面
図
又
は
間

取
図
（
縮

尺
が
1
0
0
分
の
1
程

度
の
も

の
）
 

 
□

 
補
助

対
象
費

用
に
係
る
契

約
書
の
写

し
 

 
□

 
補
助

対
象
費

用
を
支
出
し

た
こ
と
を

証
す
る

領
収
書

の
写

し
 

 
□

 
そ
の

他
 

第
８

号
様
式

（
第
１
３

条
関
係
）
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

第
 
 
 
 
 
号
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

年
 
 
月
 
 
日
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
様
 

   
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

亀
岡
市
長

 
 
栗

 
山
 
正

 
隆
 
 
□印

 

  

簡
易

な
改

修
か
ら

始
め

る
安

全
な
わ

が
家

の
耐
震

改
修

事
業
費

補
助

金
交

付
額
確

定
通

知
書
 

  
 

 
 
 

年
 

 
月
 

 
日
付

け
で
実

績
報
告

の
あ

り
ま
し
た

簡
易

な
改
修

か
ら

始
め
る
安

全
な

わ
が
家

の
耐

震
改
修

事
業

費
補
助

金
に
つ

い
て
は

、
簡

易
な
改

修
か
ら

始
め
る

安
全
な

わ
が

家
の
耐
震

改
修

事
業
費

補
助

金
交
付

要
綱
第
１

３
条
の
規

定
に
よ

り
そ
の

額
を
確
定

し
た
の
で

、
下
記

の
と
お
り

通
知
し
ま
す
。
 

 

記
 

 

木
造

住
宅
の

所
在
地
 

 
亀
岡
市
 

木
造

住
宅

の
用

途
 

□
 専

用
住
宅

 
□
 
併
用
住
宅

（
用

途
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

）
 

補
助

金
交
付

決
定
額
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

補
助

金
交
付

確
定
額
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

備
 

 
 
 

 
 
考
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第８１１号平成２４年８月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
９

号
様
式

（
第
１
４

条
関
係
）
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

年
 
 
月
 
 
日

  
（

宛
先
）

亀
岡
市
長
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
申

請
者
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
住
 
 

所
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
氏
 
 

名
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
㊞
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
電
話
番

号
 

  

簡
易
な
改

修
か

ら
始
め

る
安

全
な
わ

が
家

の
耐
震

改
修

事
業

費
補
助

金
支

払
請
求

書
 

  
簡

易
な
改

修
か

ら
始
め

る
安
全

な
わ
が

家
の

耐
震
改

修
事
業

費
補
助

金
交
付

要
綱

第
１
４
条

の
規

定
に
よ

り
、

必
要
書

類
を
添
え

て
補
助
金

の
請
求

を
し
ま

す
。
 

 

記
 

木
造

住
宅
の

所
在
地
 

 
亀
岡
市
 

木
造

住
宅

の
用

途
 

□
 専

用
住
宅

 
□
 
併
用
住
宅

（
用

途
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

）

補
助

金
額
確

定
通
知
 

年
月

日
及

び
番

号
 

 
 
 
 
 
 
 
 

年
 
 
 

月
 

 
 
日
 
 
 
第
 
 
 
 

号
 

支
払

請
求

額
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

支
払

請
求

額
 

金
融
機
関
名
及
び
支

店
 

振
込

先
 

預
金
の
種
類
（
※
）
 

 
 
 
 
普
 
通
 

・
 
当
 

座
 

・
 
そ
の
他
（
 
 
 
 
 

）
 

口
座

番
号

：
 

フ
リ

ガ
ナ

：
 

口
座
名
義
人
：
 

 
（

※
）
預

金
の
種
類

は
、
該
当

す
る
も

の
に
○

で
囲
ん
で

く
だ
さ
い

。
 

 〔
必

要
添
付

書
類
〕
 

 
□

 
簡
易

な
改
修
か

ら
始
め
る

安
全
な

わ
が
家

の
耐
震
改

修
事
業
費

補
助
金

交
付
額
確

定
通
知
書
の
写
し

 
□

 
そ
の

他
 

「
掲
示
済
」
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第８１１号平成２４年８月１５日発行 

 亀岡市告示第１７３号 

 

 亀岡市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要

綱（平成２０年亀岡市告示第４１号）の一部を

次のように改正する。 

 

   平成２４年７月２０日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 第２条第２号中「財団法人日本建築防災協会

（昭和４８年１月５日に財団法人日本特殊建築

安全センター」を「一般財団法人日本建築防災

協会（平成２４年４月１日に一般財団法人日本

建築防災協会」に改める。 

 第３条中「すべて」を「全て」に改める。 

 第４条中「住宅で、過去にこの要綱に基づく

補助金の交付を受けていない」を削り、同条た

だし書を削る。 

 第６条を次のように改める。 

 （補助金の交付額等） 

第６条 補助金の額は、改修事業費に４分の３

を乗じて得た額（当該額が９００，０００円

を超えるときは、９００，０００円）とする。

ただし、当該補助対象住宅において当該耐震

改修前に補助金の交付を受けて実施した耐震

改修（以下「従前改修」という。）又は簡易

な改修から始める安全なわが家の耐震改修事

業費補助金交付要綱（平成２４年亀岡市告示

第１７２号）に基づく補助金を受けて実施し

た耐震改修（以下「従前簡易改修」とい

う。）がある場合には、次に掲げる場合に応

じ、それぞれに掲げる額とする。 

⑴ 従前改修がある場合（第３号の場合を除

く。） 改修事業費と従前改修に要した経

費とを加えた額に４分の３を乗じて得た額

（当該額が９００，０００円を超えるとき

は、９００，０００円）から従前改修に要

した経費に４分の３を乗じて得た額を減じ

た額 

⑵ 従前簡易改修がある場合（次号の場合を

除く。） 改修事業費に４分の３を乗じて

得た額と９００，０００円から従前簡易改

修に要した経費に４分の３を乗じて得た額

（当該額が３００，０００円を超えるとき

は、３００，０００円）を減じた額を比較

して、いずれか少ない方の額 

⑶ 従前改修及び従前簡易改修がある場合  

改修事業費に４分の３を乗じて得た額と 

９００，０００円から従前改修に要した経

費に４分の３を乗じて得た額（当該額が 

９００，０００円を超えるときは、   

９００，０００円）及び従前簡易改修に要

した経費に４分の３を乗じて得た額（当該

額が３００，０００円を超えるときは、 

３００，０００円）を減じた額を比較して、

いずれか少ない方の額 

２ 前項の補助金の額は、１，０００円未満の

端数が生じた場合にあっては、これを切り捨

てた額とする。 

３ 一の耐震改修に係る補助金の交付は、１回

に限るものとする。 

 附則第２項を削り、附則第１項の見出し及び

項番号を削る。 

 別記第４号様式、別記第６号様式及び別記第

７号様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、平成２４年８月１日から実施す

る。 

 

「掲示済」 
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第８１１号平成２４年８月１５日発行 

 亀岡市告示第１７４号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２４年７月２０日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀０１２１－６１０１０ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２４年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２４年７月２０日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１７５号 

 

 住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第 

２９２号）第１２条第１項の規定に基づき、次

の者を住民基本台帳から職権消除したので、同

条第４項の規定により告示する。 

 

   平成２４年７月２５日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 住  所  省略 

２ 氏  名  省略 

３ 消除理由  実態調査に基づく職権消除 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１７６号 

 

 亀岡市放置自転車の防止に関する条例（平成

５年亀岡市条例第１４号）第１１条の規定によ

り、放置自転車の撤去、保管について次のとお

り告示する。 

 

   平成２４年７月３１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 撤去した理由 

亀岡市放置自転車の防止に関する条例第９

条に違反して、自転車放置禁止区域内に放置

されていたため。 

２ 撤去した区域 

ＪＲ亀岡駅前自転車放置禁止区域 

ＪＲ馬堀駅前自転車放置禁止区域 

ＪＲ並河駅前自転車放置禁止区域 

ＪＲ千代川駅前自転車放置禁止区域 

３ 撤去した日時 

平成２４年７月３１日（火） 

午後１時００分～午後３時３０分 

４ 撤去し、保管した台数  ２１台 

５ 保管場所  ＪＲ馬堀駅前自転車等駐車場 

６ 保管期間  告示の日から３箇月間 

７ 返還期間 

月曜日～土曜日 午前１０時～午後７時 

８ 返還を受けるための手続き 

① 撤去された自転車は、保管場所で引き取
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第８１１号平成２４年８月１５日発行 

ることができます。 

② 返還の申請には、自転車の鍵、印鑑、住

所・氏名を明らかにできるものが必要です。 

③ 撤去・保管に要した費用として１台  

２，０００円を負担していただきます。 

９ 引取りのない場合の措置 

保管期間を経過しても引取りのない自転車

は、関係法令の規定により処分します。 

 

※ 連絡先 まちづくり推進部 土木管理課 

      電話 0771（25）5043 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１７７号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２４年７月３１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

１ 亀０３０３－２３００５ 

（１）保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

（２）交付した日 

平成２４年４月１日 

（３）無効になる日 

平成２４年７月３１日 

２ 亀１９０８－８５０１４ 

（１）保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

（２）交付した日 

平成２４年４月１日 

（３）無効になる日 

平成２４年７月３１日 

 

「掲示済」 
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第８１１号平成２４年８月１５日発行 

 

訓 令 
 

 亀岡市訓令第９号 

 

               庁中一般 

 

 亀岡市コンプライアンス推進本部設置要綱を

次のように定める。 

 

   平成２４年７月２５日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

亀岡市コンプライアンス推進本部 

設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 本市職員の不祥事防止の徹底及び庁内

におけるコンプライアンスに係る事項を推進

するため、亀岡市コンプライアンス推進本部

（以下「推進本部」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 推進本部は、次の各号に掲げる事務を

行う。 

⑴ 庁内のコンプライアンスに係る取組事項

の調整及び決定 

⑵ その他市長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 推進本部は、本部長、副本部長、コン

プライアンス監及び本部員をもって構成する。 

２ 本部長は、人事担当副市長をもって充て、

副本部長は、他の副市長、病院事業管理者、

教育長及び亀岡市職員倫理条例（平成１４年

亀岡市条例第３４号。以下「条例」とい

う。）第１０条の総括倫理監督者をもって充

てる。 

３ コンプライアンス監は、参与をもって充て

る。 

４ 本部員は、条例第１０条の倫理監督者を 

もって充てる。 

 （本部長、副本部長及びコンプライアンス

監） 

第４条 本部長は、推進本部を代表し、会務を

総理する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事

故があるとき又は欠けたときは、その職務を

代理する。 

３ コンプライアンス監は、職員倫理確立に向

けた具体的取組に関する指導及び助言を行う。 

 （会議） 

第５条 推進本部の会議は、本部長が招集し、

本部長が議長となる。 

２ 本部長は、必要に応じ、本部員以外の者を

会議に出席させ、意見又は説明を聴くことが

できる。 

 （コンプライアンスリーダー） 

第６条 各所属におけるコンプライアンスに関

する事項について、総合的に推進するため、

各所属にコンプライアンスリーダーを置く。 

２ コンプライアンスリーダーは、所属長を 

もって充てる。 

 （コンプライアンスリーダーの職務） 

第７条 コンプライアンスリーダーは、次の各

号に掲げる職務を行う。 

⑴ 所属の事務事業に対する法令上の点検に

関すること。 

⑵ 所属職員の法令上及び倫理上の点検に関

すること。 

⑶ 所属職員に対する倫理研修の実施に関す

ること。 

⑷ その他特に本部長が指示する事務に関す

ること。 

 （庶務） 

第８条 推進本部の庶務は、企画管理部人事課

において処理する。 
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 （その他） 

第９条 この訓令に定めるもののほか、推進本

部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に

定める。 

 

   附 則 

 

 この訓令は、平成２４年７月２５日から施行

する。 

 

 

公 告 
 

 亀岡市公告第２０号 

 

 狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）

第６条第７項の規定により、捕獲犬の抑留につ

いて通知を受けたので、同条第８項の規定によ

り公告する。 

 

   平成２４年７月２日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

１ 捕獲日時  平成２４年６月２８日 

        午後２時頃 

２ 捕獲場所  亀岡市旭町地内 

３ 種  類  雑種 

４ 毛  色  茶・黒 

５ 性  別  雌 

６ 体  格  中 

７ 犬の鑑札  なし 

８ 注射済票  なし 

 

（注意）公告期間満了の日の翌日（平成２４年

７月５日）までに引取りのないときは処

分されます。 

 

（連絡先）京都府南丹保健所環境衛生室 

電話番号０７７１－６２－４７５４ 

 

「掲示済」 



 
亀 岡 市 公 報 

 26 

第８１１号平成２４年８月１５日発行 

 亀岡市公告第２１号 

 

亀岡市職員採用試験公告 

 

 亀岡市職員採用試験を次のとおり行います。 

 

   平成２４年７月２日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 試験区分及び採用予定人数 

試験区分 
行 政 

土 木 建 築 電 気 保育士 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

採用予定人数 １５名程度 若干名 １名 １名 若干名 

 

２ 受験資格 

 (1) 次に該当する人が受験できます。 

  ア 行政Ⅰ（上級） 

昭和６１年４月２日から平成３年４月１日までに生まれた人 

（学歴は問わないが、学校教育法による大学卒業程度の学力を必要とする。） 

  イ 行政Ⅱ（民間経験） 

昭和５２年４月２日以降に生まれた人で民間企業での職務経験が５年以上の人 

（学歴は問わないが、学校教育法による大学卒業程度の学力を必要とする。） 

※ 民間企業での職務経験が５年以上とは、会社員、団体職員等として６箇月以上継続

して常勤で職務に従事（非常勤のアルバイト、パートタイムは含まない。）した期間

が該当し、複数の場合は、通算することができます。ただし、国家公務員または地方

公務員としての職務期間は含まれません。（平成２５年３月３１日現在で５年見込み

の場合を含む。） 

  ウ 行政Ⅲ（初級） 

平成３年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた人 

（学歴は問わないが、学校教育法による高等学校卒業程度の学力を必要とする。） 

  エ 土木（民間経験） 

昭和５２年４月２日以降に生まれた人で民間企業での土木に関連する職務経験（設計、施

工管理等）が３年以上の人 

（学歴は問わないが、学校教育法による大学卒業程度の学力を必要とする。） 

※ 民間企業での職務経験が３年以上とは、会社員、団体職員等として６箇月以上継続

して常勤で職務に従事（非常勤のアルバイト、パートタイムは含まない。）した期間
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が該当し、複数の場合は、通算することができます。ただし、国家公務員または地方

公務員としての職務期間は含まれません。（平成２５年３月３１日現在で３年見込み

の場合を含む。） 

  オ 建築（民間経験） 

昭和５２年４月２日以降に生まれた人で民間企業での建築に関連する職務経験（設計、施

工管理等）が３年以上の人 

（学歴は問わないが、学校教育法による大学卒業程度の学力を必要とする。） 

※ 民間企業での職務経験が３年以上とは、会社員、団体職員等として６箇月以上継続

して常勤で職務に従事（非常勤のアルバイト、パートタイムは含まない。）した期間

が該当し、複数の場合は、通算することができます。ただし、国家公務員または地方

公務員としての職務期間は含まれません。（平成２５年３月３１日現在で３年見込み

の場合を含む。） 

  カ 電気（民間経験） 

昭和５２年４月２日以降に生まれた人で民間企業での電気に関連する職務経験（設計、施

工管理等）が３年以上の人 

（学歴は問わないが、学校教育法による大学卒業程度の学力を必要とする。） 

※ 民間企業での職務経験が３年以上とは、会社員、団体職員等として６箇月以上継続

して常勤で職務に従事（非常勤のアルバイト、パートタイムは含まない。）した期間

が該当し、複数の場合は、通算することができます。ただし、国家公務員または地方

公務員としての職務期間は含まれません。（平成２５年３月３１日現在で３年見込み

の場合を含む。） 

  キ 保育士 

昭和６３年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた人で保育士資格（資格取得見込

者を含む。）を有する人、または昭和５２年４月２日以降に生まれた人で保育士の職務経験

が３年以上の人 

（学歴は問わないが、学校教育法による短期大学卒業程度の学力を必要とする。） 

※ 保育士の職務経験が３年以上とは、公立、私立の保育所、託児所等で６箇月以上継

続して常勤で職務に従事（非常勤のアルバイト、パートタイムは含まない。）した期

間が該当し、複数の場合は、通算することができます。（平成２５年３月３１日現在

で３年見込みの場合を含む。） 

 (2) 次に掲げる条件のいずれかに該当する人は受験することができません。 

  ア 成年被後見人又は被保佐人 

  イ 禁こ以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者 

  ウ 公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

  エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党、その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
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３ １次試験 

 (1) 方 法 

筆記試験（多肢択一式） 

試験区分 試験科目 出 題 分 野（予定） 

行 政 教養試験 
社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判断
推理、数的推理及び資料解釈に関する一般知能 

土 木 専門試験 
数学・物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、土木計画
（都市計画を含む。）及び土木施工 

建 築 専門試験 
数学・物理、構造力学、材料学、環境原論、建築史、建築構
造、建築計画（都市計画、建築法規を含む。）、建築設備、
建築施工 

電 気 専門試験 
数学・物理、電磁気学・電気回路、電気計測・制御、電気機
器・電力工学、電子工学及び情報・通信工学 

保育士 専門試験 
社会福祉、児童福祉、発達心理、保育原理・保育内容及び保
健衛生 

 

 (2) 日時・場所 

平成２４年９月１６日（日）午前１０時から『ガレリアかめおか』において行います。 

 (3) １次試験合格発表 

平成２４年１０月上旬に通知します。 

 

４ ２次試験 

 (1) 方 法（予定） 

  ア 集団面接試験 

  イ 論文試験 

 (2) 日時・場所 

 平成２４年１０月中旬、亀岡市内において行います。 

 詳しい日時、場所及び提出書類等については１次試験合格者に通知します。 

 

５ ３次試験 

 (1) 方 法（予定） 

  ア 個別面接試験（行政・土木・建築・電気） 

  イ 実技試験（保育士） 

 (2) 日時・場所 

 平成２４年１１月中旬、亀岡市内において行います。 

 詳しい日時、場所及び提出書類等については２次試験合格者に通知します。 
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６ 最終合格発表 

 平成２４年１２月上旬（予定）に通知します。 

 

７ 採 用 

 最終合格者は、試験区分ごとに作成する職員採用候補者名簿に登載し、平成２５年４月１日以

降必要に応じ採用されます。 

 なお、この名簿の有効期間は、平成２６年４月１日までです。 

 

８ 初任給（標準例） 

（参考：平成２４年４月 1日現在。ただし、地域手当を含む。） 

行政Ⅰ      （大学卒） １８２，５３２円 

行政Ⅱ      （大学卒・民間経験５年） ２０８，７１４円 

行政Ⅲ      （高校卒） １４８，５０６円 

土木・建築・電気 （大学卒・民間経験３年） １９６，９４８円 

保育士      （短大卒） １６１，９６８円 

保育士      （短大卒・職務経験３年） １７６，９１４円 

 上記のほか、市職員の給与に関する条例等の規定に従い、通勤手当、期末・勤勉手当（いわゆ

るボーナス）等の諸手当が要件に応じて支給されます。 

 

９ 受験手続及び受付期間 

 (1) 申 込 

ア ７月２日（月）から配付する申込書及び自己紹介書に必要事項を記入し、最近６箇月以内

に撮影した本人の写真（上半身脱帽、正面向タテ４㎝、ヨコ３㎝）を貼り、亀岡市企画管理

部人事課に提出してください。（郵送可） 

イ 申込書等（申込書、自己紹介書）を郵送する場合は、必ず簡易書留で封筒の表に『採用試

験受験』と朱書し、返信用封筒（８０円切手を貼って、宛先を明記したもの）を同封のうえ

送付してください。 

ウ 申込書受理後は、申込みをした区分の変更はできません。 

エ 身体に障害があり、受験に際して配慮が必要な場合は、あらかじめ連絡してください。 

 (2) 受付期間 

 申込みは、持参の場合は平成２４年７月２日（月）から平成２４年８月３日（金）まで受付

けます。（ただし、土曜日、日曜日、祝日を除き、午前９時から午後５時まで） 

 郵送の場合は締切日を８月１日（水）とし、締切日の消印のあるものは有効とします。 

 

10 採用試験についての問い合わせ 

 受験手続、その他の問い合わせは亀岡市企画管理部人事課でお答えいたします。 



 
亀 岡 市 公 報 

 30 

第８１１号平成２４年８月１５日発行 

 〒６２１－８５０１ 京都府亀岡市安町野々神８番地 

 電話（０７７１）２２－３１３１（市役所代表）…（内線２１５４） 

 電話（０７７１）２５－５０１６（人事課直通） 

ＵＲＬ：http://www.city.kameoka.kyoto.jp 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第２２号 

 

 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法に基づき作成した

地域住宅計画について、計画期間が終了したことに伴い事後評価を行ったので、次のとおり公表す

る。 

 

   平成２４年７月１２日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 事後評価を実施した地域住宅計画 

 (1) 計画の名称 亀岡市地域住宅計画 

 (2) 都道府県名 京都府 

 (3) 計画作成主体 亀岡市 

 (4) 計画期間 平成１８年度 ～ 平成２３年度 

 (5) 計画の目標  建替事業に伴い用途廃止済住宅となった建物を除却により整備すると
ともに、市営住宅の各戸に住宅用火災警報器を設置する事業を実施す
る。また、周辺の公共施設、河川及び道路等を整備することにより、地
域の住環境の向上を図る。 

２ 事後評価の内容 

 (1) 実施体制・時期 亀岡市まちづくり推進部建築住宅課（平成２４年５月） 

 (2) 事後評価の結果 指 標 ①：市営住宅の用途廃止済住宅の除却割合 
定   義：市営住宅の用途廃止済住宅の除却割合 
評 価 方 法：市営住宅つつじヶ丘団地建替事業第４から５ブロックの退

去済住宅における除却割合 
結   果： 
     従前値:0％(17年度)→目標値:100％(22年度)⇒実績値:100％
結果の分析：本計画に基づき計画的な事業の実施により、目標を達成し

た。これにより近隣住環境の向上が図れ、同時に跡地利用
のための事業をも計画的に執行することができた。 

 
指 標 ②：市営住宅の火災警報器設置割合 
定   義：市営住宅の火災警報器設置割合 
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 評 価 方 法：市営住宅等における自動火災警報設備または住宅用火災警
報器設置割合 

結   果： 
     従前値:27％(17年度)→目標値:100％(22年度)⇒実績値:100％
結果の分析：本計画に基づき計画的な事業の実施により、目標を達成し

た。管理住宅すべてに設置が完了したことにより、一層の
防災効果の向上が期待できる。 

３ 事後評価の結果を踏まえた今後の住宅施策の取組への反映等 

 (1) 今後の住宅施策
の取組への反映 

 事後評価の結果を踏まえ、引き続き地域の住環境の向上を図り、住宅
困窮者等への安定した住宅供給の推進に向け取り組む。 

 (2) その他  

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第２３号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

 なお、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   平成２４年７月２０日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 入札に付する事項 

（１）工事番号   ２４環推工第１号 

  及び工事名   亀岡市ごみ処理施設整備改良工事 

（２）工事場所   京都府亀岡市東別院町小泉地内 

（３）工事種別   清掃施設工事 

（４）工事概要   本工事は、老朽化した既存設備・機器等の更新及び機器の効率化を図るため

の改良等を行い、本施設の機能向上と延命化並びにＣＯ２削減を図ることを目

的に実施するものである。なお、本施設の延命化目標は、工事後１５年間の安

定稼働が可能であるものとする。 

   亀岡市桜塚クリーンセンター 

      一般廃棄物処理施設（ごみ焼却施設） 

      ６０ｔ／２４ｈ ３炉 

      ストーカ式焼却方式 

 入札発注仕様書及び受注者の提出した契約設計図書に基づき、本工事の設

計・施工を実施する。 

（５）工  期   契約日の翌日から平成２８年３月１８日まで（試運転期間を含む。） 
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２ 入札参加資格要件 

 入札参加者は、以下の要件を全て満たしていること。 

（１）基本的要件 

ア 亀岡市の「平成２４年度建設工事の競争入札参加資格」を有する者のうち、「清掃施設」

の業種で登録されていること。なお、上記資格を有していない者であって、本入札への参加

を希望する者は、当該区分に係る「建設工事の競争入札参加資格及び資格審査」の申請に必

要な書類を提出し、参加資格を有すると認められること。 

イ 亀岡市ごみ処理施設整備改良工事に係る発注仕様書等作成業務の受託者（パシフィックコ

ンサルタンツ㈱）と入札参加者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ウ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

※ 「資本関係」とは、当該企業の発行済株式総数の１００分の２０を超える株式を有する、

又は、その資金の総額の１００分の２０を出資していることをいう。「人的関係」とは、

当該企業の代表権を有する役員を兼ねていることをいう。 

エ 次の要件を全て満たす単体企業であること。 

（ア）他の入札参加者の協力企業ではないこと。 

（イ）入札参加者と、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和３８年大蔵省

令第５９号）第８条第３項に規定する親会社及び子会社並びに同規則第８条第５項に規定

する関連会社（以下これらを総称して「関係会社」という。）に該当する各法人が、他の

入札参加者の協力企業ではないこと。 

※ 「協力企業」とは、事業開始後、受注者から直接業務を受託し、又は請け負うことを

予定している者をいう。 

オ 資格審査確認申請時において、国又は地方公共団体等の指名停止期間中でないこと。 

カ 申請者及び役員等（入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時

契約を締結する事務所の代表者をいう。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員に該当しないこと。 

（２）事業の経験等に関する要件 

 本市ごみ処理計画に基づく安定的な処理を確保するため、本施設と同規模以上の一般廃棄物

（ごみ）焼却施設（ストーカ式焼却方式、処理能力６０［ｔ／日／１炉］以上かつ複数炉構

成）において、国、地方公共団体又はその他公法人（地方共同法人、公営企業等）の発注によ

る以下のいずれかの事業を平成９年度以降、元請として受注した実績を有する者とする。 

ア 国庫補助金事業又は循環型社会形成推進交付金事業としてのごみ処理施設整備事業 

イ 循環型社会形成推進交付金事業としての基幹的設備改良事業 

ウ 国庫補助金事業としての排ガス高度処理事業及び焼却施設解体事業の両事業 

（３）技術的適正の有無等に関する要件 

ア 建設業法の清掃施設工事に係る特定建設業の許可を受けていること。 

イ 建設業法の経営事項審査（※１）における建設工事の種類「清掃施設工事」における総合

評定値が１，０００点以上であること。 

ウ 工事に配置可能な専任の監理技術者を有すること。（※２） 
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※１ ・有効期間内（審査基準日から１年７箇月）のもの。 

   ・有効期間内に２回受審している場合、直近のもの。 

※２  配置予定監理技術者は、入札参加者と３箇月以上の継続的な雇用関係がある者に限

る。 

 

３ 入札手続等 

手続等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格

確認申請書等

の配布期間 

平成２４年７月２０日（金） 

午後１時から 

平成２４年８月１日（水） 

正午まで 

共通事項２のとおり 

（１）一般競争入札参加資格確認申請書（別

紙様式１） 

ア 添付書類 

（ア）平成２３・２４年度建設工事等入

札参加資格審査受付票の写し※ 

（イ）建設業法の清掃施設工事に係る経

営事項審査結果通知書（総合評定 

通知書）の写し（・有効期間内（審

査基準日から１年７箇月）のもの。

有効期間内に２回受審している場合

は、直近のもの。） 

（ウ）建設業法における監理技術者資格

者証を有する者（清掃施設）を本工

事に専任で配置できることを証明す

る書類及び配置する者と入札参加者

の雇用関係を明らかにする書類（監

理技術者証、健康保険被保険者証の

写し等） 

（２）入札参加資格を満たしていることの誓

約書（別紙様式２） 

（３）事業実績調書（別紙様式３） 

（４）配置予定技術者調書（別紙様式４） 

※ 入札参加資格確認申請時に配置予定

技術者が特定できない場合には、複数

の候補者を記載することができるが、

その場合は、全ての候補者について、

条件を満たしていなければならない。

 なお、配置予定技術者調書に記載さ

れた技術者は、契約工期中、当該工事

に専任できるものとし、他工事との重

複等の配置は認めない。 

 配置予定技術者は、自社と直接的か

つ恒常的な雇用関係にある技術者を記
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  載すること。（恒常的な雇用関係と

は、入札参加資格確認申請の日以前に

おおむね３箇月以上の雇用関係がある

ことをいう。） 

※ 様式については入札情報公開システ

ムで公開する添付の様式に記載して提

出するものとし、添付書類等について

は、スキャンのうえＰＤＦ形式の電子

ファイル化したものを提出すること。

なお、電子入札システムの仕様上、提

出するファイルサイズは合計２ＭＢま

でにおさめること。 

 また、「（２）入札参加資格を満た

していることの誓約書（別紙様式

２）」については、データ送付と併せ

て、原本を提出することとする。ただ

し、原本の提出は、見積設計図書の提

出時までに行うこと。 

新規登録者の

工事等入札参

加資格審査申

請の期間（受

付票の交付期

間） 

平成２４年７月２０日（金） 

午後１時から 

平成２４年７月２６日（木） 

正午まで 

 亀岡市の発注する建設工事の入札参加資格

を有していない者で本入札に参加希望する者

は、指定の期日までに下記の書類を提出し、

受付票の交付を受けること。 

（１）競争入札参加資格審査申請書（建設工

事） 

（２）誓約書 

（３）工事業者カード 

（４）工事経歴書（経営事項審査に添付した

ものの写しでも可） 

（５）建設業法の清掃施設工事に係る特定建

設業の許可証の写し 

（６）法人登記簿全部事項証明書（履歴また

は現在）（写し） 

（７）委任状（原本）※支店などで登録を希

望する場合のみ必要 

（８）営業所一覧表 

（９）技術職員名簿（経営事項審査に添付し

たものの写しでも可） 

（10）本店及び登録を希望する営業所の所在

地の市町村が発行する市町村民税の納税

証明書（申請時に未納がないことの証

明。写し可。発行から３箇月以内のも

の） 
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  （11）消費税及び地方消費税の納税証明（申

請時に未納がないことの写し可。発行か

ら３箇月以内のもの） 

（12）提出方法 正本１部をＡ４版フラット

ファイルに綴じて契約検査課まで持参す

る。 

入札参加資格

確認申請書等

の受付 

平成２４年７月３１日（火） 

平成２４年８月１日（水） 

午前９時から 

午後５時まで 

共通事項３のとおり 

（但し電子入札運用基準第１９条により紙入

札を承諾された者は持参。） 

入札参加確認

通知の送付 

平成２４年８月３日（金） 

午後５時まで 

入札参加資格審査確認結果の通知 

 資格審査確認申請書類を提出した入札参加

者に対し、入札参加資格審査確認結果を電子

入札システムにより通知する。 

（紙入札者については、別途通知する。） 

見積発注仕様

書の公表 

平成２４年７月２０日（金）から 共通事項２のとおり 

 亀岡市ごみ処理施設整備改良工事見積発注

仕様書を入札説明書と同時に本市ホームペー

ジにて公表する。 

申請書に関す

る質疑の受付

及び回答 

申請書等に関

する回答 

申請書等に関する質問 

平成２４年７月２７日（金） 

正午まで 

共通事項５のとおり 

申請書等に関する回答 

随時 

 

見積発注仕様

書に関する質

疑の受付及び

回答 

見積発注仕様書に関する質問 

平成２４年８月６日（月） 

正午まで 

（１）見積発注仕様書に対する質問の受付 

見積発注仕様書の内容等に対する質問を

次のとおり受け付ける。 

ア 質問の方法 質問書（第５号様式）

に質問内容を簡潔にまとめて記載し

て、電子メールに添付し提出するこ

と。添付 ファイルは、「Microsoft 

Excel 2010」（Windows版）で支障な

く再現できること。 

イ 電子メールを送信した際は入札担当

課に電話し、メールの着信を必ず確認

すること。口頭による質問は受け付け

ない。 

ウ その他 不当に混乱を招くことが危

惧されると判断された質問について

は、回答しない旨を回答書に記載する

ことがある。 

見積発注仕様書に関する回答 

平成２４年８月９日（木） 

午後５時まで 

共通事項５のとおり 

回答の閲覧 

本市ホームページにおいて閲覧に供する。 
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現場、参考資

料の閲覧 

平成２４年７月２０日（金）から

平成２４年８月３０日（木）まで

（休日を除く） 

午前９時から 

午後５時まで 

現場、参考資料の閲覧 

（１）亀岡市桜塚クリーンセンターに保管し

ている現施設完成図書等の参考資料は、

次の方法で直接閲覧することができる。

ア 閲覧場所 

  亀岡市東別院町小泉桜塚６番地６ 

（２）亀岡市桜塚クリーンセンター現場、参

考資料の閲覧を希望する者は、事前に契

約検査課に電子メールにより問い合わせ

の上、契約検査課の指示に従うこと。 

※ 参考資料のコピーサービス等は行わ

ない。 

見積設計図書

の提出 

平成２４年８月３１日（金） 

（休日を除く） 

午後５時まで 

（１）見積設計図書の提出 

 入札参加者は、次により本事業に関す

る見積設計図書を提出すること。 

ア 提出場所  亀岡市 契約検査課 

イ 提出方法  持参 

ウ 提出書類  提出書類については、

見積発注仕様書のとおりとし、見積設

計図書提出書（第６号様式）を、正本

１部、副本２部に貼付して提出する。

また、提出書類などを電子データ（Ｐ

ＤＦ変換ソフト等でＰＤＦファイルに

変換）として、電子記録媒体により１

部提出すること。 

（２）質疑の実施 

 本市は、提出された見積設計書図書に

対する質疑を行うとともに見積設計図書

の改善を指示する場合がある。 

入札発注仕様

書の配布期間 

平成２４年１０月１日（月） 

午後１時から 

入札情報公開システムによる 

共通事項２のとおり 

（１）入札発注仕様書の配布 

 本市は、前項の質疑の回答を受けて、

見積発注仕様書を修正した入札発注仕様

書を配布する。入札参加者は、入札発注

仕様書をもとに、設計を見直し入札を行

うこと。 

（２）配布方法 

 本市ホームページにて公表。 

入札期間 平成２４年１０月１６日（火） 

午前９時から 

午後５時まで 

平成２４年１０月１７日（水） 

午前９時から 

午後４時まで 

 本件は、電子入札により執行する。 

共通事項６のとおり 

（但し電子入札運用基準第１９条により紙入

札を承諾された者は持参。） 

（１）入札にあたっては、内訳書（概要）を

提出してください。 
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開札日時 平成２４年１０月１８日（木） 

午前１０時 

電子入札システムによる 

（１）落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、最低の価

格をもって入札した者を落札者とする。

 ※ 都合により開札日時を変更する場合は、入札３日前までに連絡する。 

 ※ 入札システム停止時間帯は受付できない。 

 

４ 入札に関する留意事項 

（１）入札参加者は、別添「亀岡市ごみ処理施設整備改良工事入札説明書」、「見積発注仕様書」

及び「入札発注仕様書」を熟読し、関係法令等を遵守すること。 

（２）本市が提示する資料及び回答書は、契約関係書類と一体のものとして、同等の効力を有する

ものとする。 

（３）申請書の提出、入札書の提出など提出期間が２日あるものは、「原則として、入札書受付期

間の１日目に提出」することとし、「２日目は（１日目にトラブル等が発生した場合の）予備

日」として必ず受付期間内に間に合うように提出すること。 

（４）入札の中止、延期など 

 本市が必要と認めたときは、入札を延期し、中止し、又は、取り消すことがある。 

 

５ その他 

（１）議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年亀岡市条例第

１号）に該当する契約は、議会の議決を得るまでは、仮契約とし、議会の議決を得た時にこれ

を本契約とみなす。 

（２）落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落札者が

入札参加資格要件を満たさなくなった場合には、当該工事契約を締結しないことがある。 

（３）入札参加申請書等に虚偽の記載をした場合には、当工事の入札に参加できないとともに、亀

岡市の指名停止措置を行うことがある。 

（４）本案件は電子入札システム対象案件であるため、入札参加申請までに亀岡市の電子入札シス

テムに利用者登録を行うこと。 

（５）工期及び事業配分について、循環型社会形成推進交付金の適正執行の観点から協議を行う場

合がある。なお、この協議結果により生ずる事業者に発生する増加費用及び事業者が被る損害

等については、事業者の負担とする。 

（６）その他については、「一般競争入札公告共通事項」及び「亀岡市建設工事等電子入札運用基

準」のとおりとする。 

 

（問い合わせ先） 

   亀岡市企画管理部 契約検査課 （電話０７７１－２５－５０４１） 

     ホームページ：http://www.city.kameoka.kyoto.jp 

「掲示済」 
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任免及び辞令 
 

             疋 田   勇 

（各 通）        井 上   亨 

             結 城   薫 

亀岡市循環型社会推進審議会委員に委嘱します 

任期は平成２５年９月３０日までとします 

             麻 田 忠 彦 

亀岡市土地開発公社理事に任じます 

   平成２４年７月１日 

 

             上 野 美代子 

             大 西 多 須 

             格 畑 輝 美 

             片 山 ひろ子 

             川 勝 哲 也 

             川 勝 啓 史 

             多 胡 麻 衣 

（各 通）        中 村   彰 

             中 村   正 

             入 田 好 子 

             藤 原 東 子 

             牧 野 吉 明 

             俣 野 健 二 

             森 内 裕 子 

             杜   恵美子 

亀岡市男女共同参画審議会委員に委嘱します 

   平成２４年７月６日 

 

             奥 野 正 三 

亀岡市環境審議会委員に委嘱します 

             石 田 武 夫 

亀岡市環境審議会委員の委嘱を解きます 

   平成２４年７月１２日 

             水 口 潤 子 

亀岡市休日急病診療所薬剤師の委嘱を解きます 

   平成２４年７月３１日 
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監査委員欄 
 

公 表 
 

 亀岡市監査公表第１６号 

 

 地方自治法第１９９条第１２項の規定により、平成２３年度定期監査の結果に基づき講じた措置

について、亀岡市教育委員会教育長から通知があったので、次のとおり公表する。 

 

   平成２４年７月１７日 

 

                            亀岡市監査委員 大西鎭雄 

                            亀岡市監査委員 小島義秀 

 

平成２３年度定期監査結果に対する措置状況 

 

指 摘 事 項 講 じ た 措 置 

教育部 

ア 教育総務課 

（ア）学校敷地占用料の納入通知書の納期限の記

載において、年度当初に会計年度単位で定め

た占用料の納期限が４月２８日となっている

もの、また年度途中において占用許可申請が

あったものにおける納入通知書の納期限につ

いて、１４日を超える日が記載されていた。

 財務規則には、会計年度単位で定めた収入

金の納期限はその年度の４月末日とし、指定

すべき日が休日に当たるときはその翌日とし

なければならないと規定されている。また、

年度、月、日単位で定めた以外の収入金は納

入通知書を発する日から１４日以内の日と規

定されている。 

 規定に基づき適正な事務処理をされたい。

（イ）学校敷地占用料の使用許可事務において、

使用許可申請書に使用期間が記載されていな

いものがあった。 

 財務規則には、当該許可を受けようとする

 

 

 財務規則に基づきそれぞれの区分により

納期限を記載し、適正な事務処理を行うこ

ととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 財務規則に基づき申請書に使用期間を記

載し、適正な事務処理を行うこととした。
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者から、使用しようとする行政財産の表示、

使用しようとする期間、使用の目的ほか財産

管理者の指示する事項を記載した許可申請書

を提出させなければならないと規定されてい

る。 

 規定に基づき適正な事務処理をされたい。

 

ウ 社会教育課 

 目的外使用許可物件の占用料において、年度

当初に会計年度単位で定めた占用料の納期限が

５月２５日となっているもの、また年度途中に

おいて占用許可申請があったものにおける納入

通知書の納期限について、１４日を超える日が

記載されていた。 

 財務規則には、会計年度単位で定めた収入金

の納期限はその年度の４月末日とし、指定すべ

き日が休日に当たるときはその翌日としなけれ

ばならないと規定されている。また、年度、

月、日単位で定めた以外の収入金は納入通知書

を発する日から１４日以内の日と規定されてい

る。 

 規定に基づき適正な事務処理をされたい。 

 

オ 学校給食センター 

（ア）収入事務 

 目的外使用許可物件の占用料において、年

度当初に会計年度単位で定めた占用料の納期

限が５月３１日となっていた。 

 財務規則には、会計年度単位で定めた収入

金の納期限は、その年度の４月末日とし、指

定すべき日が休日に当たるときはその翌日と

しなければならないと定められている。 

 規定に基づき適正な事務処理をされたい。

（イ）支出事務 

 施設修繕について、予定価格、業者選定理

由、適用契約根拠が決裁書類に記載されてい

ないものがあった。 

 決裁書類には必要事項を記載し、明確な根

 

 

 

 

 

 

 

 

 財務規則に基づき事務処理の改善を図っ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 目的外使用許可物件の占用料納期限は４

月末日とし、指定すべき日が休日にあたる

ときは翌日とした。 

 

 

 

 

 

 

 施設修繕の決裁書類には、予定価格、業

者選定理由、適用契約根拠等の必要事項を

記載した。 
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拠のもと適正な事務処理をされたい。  

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市監査公表第１７号 

 

 地方自治法第１９９条第１２項の規定により、平成２３年度行政監査の結果に基づき講じた措置

について、亀岡市教育委員会教育長から通知があったので、次のとおり公表する。 

 

   平成２４年７月１７日 

 

                            亀岡市監査委員 大西鎭雄 

                            亀岡市監査委員 小島義秀 

 

平成２３年度行政監査結果に対する措置状況 

 

指 摘 事 項 講 じ た 措 置 

教育部 

教育総務課 

イ 予定価格は設定されているか。 

 決裁に「委託料・業務委託料等」とあるもの

の、予定価格が記載されていなかった。 

 ついては、予定価格は契約価格の一応の基準と

なる価格であることを認識し、財務規則に基づき

適切な予定価格を設定されるよう改善されたい。

 

学校教育課 

イ 予定価格は設定されているか。 

 決裁に「委託料・業務委託料等」とあるもの

の、予定価格が記載されていなかった。 

 ついては、予定価格は契約価格の一応の基準と

なる価格であることを認識し、財務規則に基づき

適切な予定価格を設定されるよう改善されたい。

 

社会教育課 

ア 随意契約理由が決裁書類に記載されているか。

 

 

 

 予定価格の記載については、財務規則に

基づき適正な予定価格を設定し決裁に記載

するよう改善した。 

 

 

 

 

 

 予定価格の記載については、財務規則に

基づき適正な予定価格を設定し決裁に記載

するよう改善した。 
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 賃借契約において、決裁書類に随意契約とする

理由及び適用条項が記載されていなかった。 

イ 予定価格は設定されているか。 

 決裁に「委託料・業務委託料等」とあるもの

の、予定価格が記載されていなかった。 

 ついては、予定価格は契約価格の一応の基準と

なる価格であることを認識し、財務規則に基づき

適切な予定価格を設定されるよう改善されたい。

 

学校給食センター 

ア 随意契約理由が決裁書類に記載されているか。

 施設保守管理業務において、決裁書類に随意契

約とする理由が記載されていなかった。 

 ついては、決裁書類に随意契約とする理由及び

適用条項を記載されたい。 

イ 予定価格は設定されているか。 

 決裁に「委託料・業務委託料等」とあるもの

の、予定価格が記載されていなかった。 

 ついては、予定価格は契約価格の一応の基準と

なる価格であることを認識し、財務規則に基づき

適切な予定価格を設定されるよう改善されたい。

 

中央公民館 

イ 予定価格は設定されているか。 

 決裁に「委託料・業務委託料等」とあるもの

の、予定価格が記載されていなかった。 

 ついては、予定価格は契約価格の一応の基準と

なる価格であることを認識し、財務規則に基づき

適切な予定価格を設定されるよう改善されたい。

ウ 随意契約の適用条項の理由は適正か。 

 予定価格が第１号の金額の範囲内のものである

が、第２号又は第３号を適用していた。 

 ついては、契約事務の簡略化の趣旨を理解し第

１号に該当する場合は、第１号を適用されたい。

 

図書館 

イ 予定価格は設定されているか。 

 決裁に「委託料・業務委託料等」とあるもの

 随意契約とする理由及び適用条項を決裁

書類に記載するよう改善を図った。 

 

 予定価格の記載については、財務規則に

基づき適正な予定価格を設定し決裁に記載

するよう改善した。 

 

 

 

 

 

 決裁書類に随意契約とする理由を記載す

るよう改善した。 

 

 

 

 予定価格の記載については、財務規則に

基づき適正な予定価格を設定し決裁に記載

するよう改善した。 

 

 

 

 

 

 予定価格の記載については、財務規則に

基づき適正な予定価格を設定し決裁に記載

するよう改善した。 

 

 

 

 随意契約の適用条項について、第１号に

該当する場合は第１号を適用することとし

た。 

 

 

 

 

 予定価格の記載については、財務規則に
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の、予定価格が記載されていなかった。 

 ついては、予定価格は契約価格の一応の基準と

なる価格であることを認識し、財務規則に基づき

適切な予定価格を設定されるよう改善されたい。

ウ 随意契約の適用条項の理由は適正か。 

 予定価格が第１号の金額の範囲内のものである

が、第２号又は第３号を適用していた。 

 ついては、契約事務の簡略化の趣旨を理解し第

１号に該当する場合は、第１号を適用されたい。

 

文化資料館 

ウ 随意契約の適用条項の理由は適正か。 

 予定価格が第１号の金額の範囲内のものである

が、第２号又は第３号を適用していた。 

 ついては、契約事務の簡略化の趣旨を理解し第

１号に該当する場合は、第１号を適用されたい。

基づき適正な予定価格を設定し決裁に記載

するよう改善した。 

 

 

 

 随意契約の適用条項について、第１号に

該当する場合は第１号を適用することとし

た。 

 

 

 

 

 随意契約の適用条項について、第１号に

該当する場合は第１号を適用することとし

た。 

 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市監査公表第１８号 

 

 地方自治法第１９９条第１２項の規定により、平成２３年度定期監査の結果に基づき講じた措置

について、亀岡市教育委員会教育長から通知があったので、次のとおり公表する。 

 

   平成２４年７月１７日 

 

                            亀岡市監査委員 大西鎭雄 

                            亀岡市監査委員 小島義秀 

 

平成２３年度定期監査結果に対する措置状況 

 

指 摘 事 項 講 じ た 措 置 

亀岡市教育委員会 

 教育部 

（教育総務課） 
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小学校 

（１）危機管理体制について 

 危機管理マニュアルの整備状況と併せ具体的

計画に沿った避難誘導訓練が実施されているか

を主眼に実施した。 

 危機管理マニュアルについては、今回監査対

象となった全ての小・中学校において整備され

ていたが、一部の学校において具体的計画に

沿った避難誘導訓練が実施されていない状況が

見受けられた。 

 消防法施行令において、防火管理者は、消防

計画を作成し、これに基づいて消火、通報及び

避難の訓練を定期的に実施しなければならない

とある。 

 消防計画に基づき避難訓練を実施されたい。

 

（２）施設の管理及び安全対策について 

 学校敷地内及び通学路の危険箇所が把握され

ているかを主眼に実施した。 

 学校敷地内及び通学路の危険箇所の把握につ

いては、今回監査対象となった全ての小・中学

校において危険箇所を把握の上、一定の対策は

講じられていたが、フェンスの修繕や廊下・体

育館の雨漏り等施設を管理する上で改善すべき

箇所が見受けられた。 

 児童、生徒の健全な育成を図らなければなら

ない学校施設において、教育環境の改善と安全

確保という観点から、早急に改善を図られた

い。 

 

（３）公金の取扱いについて 

 公金の取扱いが適正にされているかを主眼に

実施した。 

 監査を実施した学校のうち２校において、本

来、市に納入すべき公金が学校で保管されてい

る状況が見受けられた。 

 地方自治法において一会計年度における一切

の収入及び支出はすべて予算に計上すべきこと

 

 

 学校における避難訓練については、消防

計画等に基づき防災教育の一環として計画

的に実施している。今回指摘のあった学校

についてはその後避難訓練を実施した。 

 今後も各学校における消防計画等に基づ

き避難訓練を実施するよう徹底した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校施設の管理及び安全対策について

は、計画的な屋根防水等の部分改修工事や

緊急的、危険度の高い箇所についての修繕

対応を実施し、安全で快適な学校環境づく

りに努めた。 

 今年度においても全面的な防水工事を実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 公金の取り扱いについては、昨年度にお

いて祝金等の慣習の見直しと解消を図り、

適正な収入事務を行うよう指示しており、

今回指摘のあった学校については、個別に

指導し改善を図った。 
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を規定している。 

 適正な収入事務をされたい。 

 

（４）理科準備室及び保健室の教材用薬品等の保管

について 

 理科準備室及び保健室の教材用薬品等の台帳

整備と併せ定期的な在庫確認がされているかを

主眼に実施した。 

 今回監査対象となった全ての小・中学校にお

いては、保管庫等で適正に保管され、台帳につ

いてもそれぞれ整備されていたが、一部の学校

において日常の在庫管理が台帳で確認できない

ものが見受けられた。 

 定期的な在庫の確認を行い適正な台帳管理に

努められたい。 

 

中学校 

（１）危機管理体制について 

 危機管理マニュアルの整備状況と併せ具体的

計画に沿った避難誘導訓練が実施されているか

を主眼に実施した。 

 危機管理マニュアルについては、今回監査対

象となった全ての小・中学校において整備され

ていたが、一部の学校において具体的計画に

沿った避難誘導訓練が実施されていない状況が

見受けられた。 

 消防法施行令において、防火管理者は、消防

計画を作成し、これに基づいて消火、通報及び

避難の訓練を定期的に実施しなければならない

とある。 

 消防計画に基づき避難訓練を実施されたい。

 

（２）施設の管理及び安全対策について 

 学校敷地内及び通学路の危険箇所が把握され

ているかを主眼に実施した。 

 学校敷地内及び通学路の危険箇所の把握につ

いては、今回監査対象となった全ての小・中学

校において危険箇所を把握の上、一定の対策は

 

 

 

 

 

 理科準備室及び保健室の教材用薬品等の

保管については、日常の在庫状況を明確に

するため台帳に記載し、定期的に在庫の確

認を行うとともに今後も適正な台帳管理に

努めるよう徹底した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校における避難訓練については、消防

計画等に基づき防災教育の一環として計画

的に実施している。今回指摘のあった学校

についてはその後避難訓練を実施した。 

 今後も各学校における消防計画等に基づ

き避難訓練を実施するよう徹底した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校施設の管理及び安全対策について

は、計画的な屋根防水等の部分改修工事や

緊急的、危険度の高い箇所についての修繕

対応を実施し、安全で快適な学校環境づく

りに努めた。 



 
亀 岡 市 公 報 

 46 

第８１１号平成２４年８月１５日発行 

講じられていたが、フェンスの修繕や廊下・体

育館の雨漏り等施設を管理する上で改善すべき

箇所が見受けられた。 

 児童、生徒の健全な育成を図らなければなら

ない学校施設において、教育環境の改善と安全

確保という観点から、早急に改善を図られた

い。 

 

（４）理科準備室及び保健室の教材用薬品等の保管

について 

 理科準備室及び保健室の教材用薬品等の台帳

整備と併せ定期的な在庫確認がされているかを

主眼に実施した。 

 今回監査対象となった全ての小・中学校にお

いては、保管庫等で適正に保管され、台帳につ

いてもそれぞれ整備されていたが、一部の学校

において日常の在庫管理が台帳で確認できない

ものが見受けられた。 

 定期的な在庫の確認を行い適正な台帳管理に

努められたい。 

 今年度においても全面的な防水工事を実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 理科準備室及び保健室の教材用薬品等の

保管については、日常の在庫状況を明確に

するため台帳に記載し、定期的に在庫の確

認を行うとともに今後も適正な台帳管理に

努めるよう徹底した。 

 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市監査公表第１９号 

 

 地方自治法第１９９条第１２項の規定により、平成２３年度定期監査の結果に基づき講じた措置

について、亀岡市長から通知があったので、次のとおり公表する。 

 

   平成２４年７月１７日 

 

                            亀岡市監査委員 大西鎭雄 

                            亀岡市監査委員 小島義秀 

 

平成２３年度定期監査結果に対する措置状況 
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指 摘 事 項 講 じ た 措 置 

生涯学習部 

イ 人権啓発課 

 目的外使用許可物件の占用料において、年度

当初に会計年度単位で定めた占用料の納期限が

財務規則に定めた納期限ではなかった。 

 財務規則には、会計年度単位で定めた収入金

の納期限は、その年度の４月末日とし、指定す

べき日が休日に当たるときはその翌日としなけ

ればならないと規定されている。 

 規定に基づき適正な事務処理をされたい。 

 

 

 亀岡市財務規則の規定に基づく納期限を

設定した。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市監査公表第２０号 

 

 地方自治法第１９９条第１２項の規定により、平成２３年度行政監査の結果に基づき講じた措置

について、亀岡市長から通知があったので、次のとおり公表する。 

 

   平成２４年７月１７日 

 

                            亀岡市監査委員 大西鎭雄 

                            亀岡市監査委員 小島義秀 

 

平成２３年度行政監査結果に対する措置状況 

 

指 摘 事 項 講 じ た 措 置 

生涯学習部 

市民協働課 

イ 予定価格は設定されているか。 

 決裁書に、「予定価格を省略」と記載されてい

るものがあった。 

 

人権啓発課 

ア 随意契約理由が決裁書類に記載されているか。

 施設管理業務委託契約において、決裁書類に随

 

 

 

 亀岡市財務規則に基づき、適切な予定価

格を設定した。 

 

 

 

 決裁書類に随意契約の適用条項を記載し
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意契約の適用条項が記載されていなかった。 

 ついては、決裁書類に随意契約とする適用条項

を記載されたい。 

イ 予定価格は設定されているか。 

 決裁書に「業務委託料等」とあるものの、予定

価格が記載されていないものがあった。 

 ついては、予定価格は契約価格の一応の基準と

なる価格であることを認識し、財務規則に基づき

適切な予定価格を設定されるよう改善されたい。

ウ 随意契約の適用条項の理由は適正か。 

 予定価格が第１号の金額の範囲内のものである

が、第２号を適用しているものがあった。 

 ついては、契約事務の簡略化の趣旨を理解し第

１号に該当する場合は、第１号を適用されたい。

た。 

 

 

 

 亀岡市財務規則に基づき、適切な予定価

格を設定した。 

 

 

 

 

 随意契約の適用条項において、第１号に

該当する場合は、第１号を適用するよう措

置した。 

 

「掲示済」 
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教育委員会欄 
 

任免及び辞令 
 

             井 尻 利 守 

             西 田 昭 文 

             吉 田 龍 一 

             森   二三雄 

             中 西   康 

（各 通）
        丸 山 一 久 

             野 村 千代子 

             宝 積 玄 承 

             前 田 厚 子 

             山 本 淳 子 

             松 井 やす子 

             竹 岡 順 子 

亀岡市社会教育委員に委嘱します 

任期は平成２６年６月３０日までとします 

   平成２４年７月１日 

 

             藤 田 慶 子 

             市 岡 悦 子 

（各 通）        倉 岡 千 春 

             松 本 正 裕 

             勝 山 康 子 

亀岡市図書館協議会委員の委嘱を解きます 

   平成２４年７月１４日 

 

             藤 田 慶 子 

             市 岡 悦 子 

（各 通）        倉 岡 千 春 

             小 林 共 平 

             勝 山 康 子 

亀岡市図書館協議会委員に委嘱します 

   平成２４年７月１５日 

 

公平委員会欄 
 

告 示 
 

 亀岡市公平委員会告示第５号 

 

 下記の団体は、地方公務員法第５３条の規定

に適合することを認め、これを登録したので、

職員団体の登録に関する規則第１０条の規定に

より次のとおり告示する。 

 

   平成２４年７月１９日 

 

         亀岡市公平委員会 

           委員長 松本貞男 

 

１ 登 録 団 体 

  亀岡市職員連絡会 

   代表者役職氏名 会長 林 佐百合 

  （主たる事務所所在地） 

   亀岡市安町野々神８番地 亀岡市役所内 

 

２ 登録年月日  平成２４年７月１９日 

 

３ 登 録 番 号  平成２４年公平第６号 

 

「掲示済」 
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上下水道部欄 
 

規 程 
 

 亀岡市上下水道部職員就業規程の一部を改正

する規程を次のように定める。 

 

   平成２４年７月１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市上下水道事業管理規程第１５号 

 

亀岡市上下水道部職員就業規程の 

一部を改正する規程 

 

 亀岡市上下水道部職員就業規程（昭和５８年

亀岡市公営企業管理規程第９号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 第１０条第１項中「一に」を「いずれかに」

に改め、同項第１号中「治ゆ」を「治癒」に改

める。 

 第１２条の２中「一に」を「いずれかに」に

改める。 

 第２１条第１項中「、風紀」を「及び風紀」

に改める。 

 第２３条中「そそのかし」を「唆し」に改め

る。 

 第２６条第１項及び第２項中「一に」を「い

ずれかに」に改める。 

 第３０条第１項中「及び復旧等」を「、復旧

等」に改める。 

 第４２条の２第３項中「かんがみ」を「鑑

み」に改める。 

 第５１条中「一に」を「いずれかに」に、

「該当する者として」を「該当するものとし

て」に改める。 

 第５２条第４項並びに第５４条第４項及び第

５項中「すべて」を「全て」に改める。 

 第５６条第３項中「あわせて」を「併せて」

に改める。 

 第５８条第２項中「一に」を「いずれかに」

に改める。 

 第６０条第１項中「整備と安全」を「整備、

安全」に改める。 

 第６３条第２項第５号中「状況と」を「状況

及び」に改める。 

 別表第１の３の項中「骨髄液の」を「骨髄若

しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞

の」に、「又は骨髄移植のため」を「又は」に、

「骨髄液を」を「、骨髄移植のため骨髄若しく

は末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を」に

改める。 

 

   附 則 

 

 この規程は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 
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告 示 
 

 亀岡市上下水道部告示第９号 

 

亀岡市指定給水装置工事 

事業者指定の告示 

 

   平成２４年７月１９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 下記の業者を亀岡市指定給水装置工事事業者

として指定したので、亀岡市指定給水装置工事

事業者規程第１０条の規定により告示する。 

 

記 

 

１ 指定した日 

   平成２４年７月１９日 

 

２ 指定した業者 

指定 
番号 

業者名 代表者名 住    所 

264 川見設備 川見 健太 
南丹市八木町氷所
河原２番地 

 

「掲示済」 
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